
No. 資料名 頁 行 旧 新

① 要求水準書 5 21 １ （７）

② 要求水準書 16 5 2 （2） オ （ア）

オ付帯施設
（ア）集会施設
　　a 集会室として100㎡程度を確保すること。
　　b 所要室として、集会室の他、玄関、トイレ、湯沸室、
　　　収納スペースを最低限設けること。

オ付帯施設
（ア）集会施設
　　a 集会施設として100㎡程度を確保すること。
　　b 所要室として、集会室の他、玄関、トイレ、湯沸室、
　　　収納スペースを最低限設けること。

③ 要求水準書 25 22 4 (2) イ （イ） c

（イ）解体工事業務
c　事業者は、工事監理状況を県に毎月報告する他、県から要請があれば施工
の事前説明及び事後報告を行うこと。

（イ）解体工事業務
c　事業者は、 工事監理施工状況を県に毎月報告する他、県から要請があれば
施工の事前説明及び事後報告を行うこと。

④ 資料17 2 10 5 5-1
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